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）

問
　
梅
津
政
志
　
議
員

　
助
成
希
望
者
は
ま
だ
伸
び
る
見

込
み
は
あ
る
の
か
。

答
　
農
林
建
設
課
長

　
当
初
８
棟
を
見
込
ん
で
い
た
と

こ
ろ
５
棟
の
申
請
が
き
て
お
り
、

来
年
に
向
け
て
精
査
し
な
が
ら
予

算
獲
得
を
考
え
て
い
く
。

問
　
武
藏
重
幸
　
議
員

　
峠
田
以
西
は
雪
の
多
い
地
域
で

あ
る
が
、
耐
雪
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
の

よ
う
な
も
の
は
リ
ー
ス
で
き
な
い

の
か
。

答
　
町
長

　
耐
雪
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
が
あ
る
か

ど
う
か
確
認
を
行
い
、
前
向
き
に

検
討
し
た
い
。

問
　
梅
津
政
志
　
議
員

　
こ
の
制
度
を
受
け
る
に
あ
た
っ

て
年
齢
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る

が
、
体
力
的
、
意
欲
的
に
十
分
な

ら
年
齢
制
限
は
必
要
な
い
の
で
は

な
い
か
。

答
　
町
長

　
意
欲
が
あ
っ
て
７
年
間
生
産
が

可
能
か
と
い
う
部
分
を
研
究
し
な

が
ら
新
年
度
予
算
ま
で
に
は
明
確

に
説
明
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。

問
　
管
原
研
治
　
議
員

　
町
で
は
な
る
べ
く
居
宅
介
護
を

行
い
、
施
設
介
護
に
至
ら
な
い
よ

う
な
指
導
を
行
っ
て
い
る
と
聞
い

て
い
る
が
、
施
設
介
護
給
付
費
用

が
大
き
く
膨
ら
ん
だ
要
因
は
。

答
　
町
民
税
務
課
長

　
施
設
入
居
者
が
増
え
た
こ
と
で

経
費
が
増
え
て
い
る
。

問
　
管
原
研
治
　
議
員

　
来
年
度
も
費
用
が
増
え
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
か
。

答
　
町
民
税
務
課
長

　
来
年
度
は
三
年
毎
の
介
護
計
画

書
を
作
成
す
る
時
期
な
の
で
、
先

を
見
越
し
た
費
用
の
組
み
直
し
を

す
る
た
め
、
今
年
度
よ
り
費
用
が

増
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

問
　
村
上
満
議
員

　
介
護
保
険
制
度
が
始
ま
っ
て
10

年
ほ
ど
が
経
ち
、
費
用
が
倍
に

な
っ
て
い
る
。
今
後
も
増
加
が
予

想
さ
れ
る
た
め
住
民
の
負
担
も
増

え
る
と
思
わ
れ
る
が
、
対
策
が
必

要
で
は
な
い
か
。�

答
　
町
長

　
広
域
の
部
分
と
個
人
負
担
の
部

分
を
ど
う
配
置
し
て
い
く
の
か
が

重
要
な
課
題
。
来
年
度
見
直
し
の

時
期
に
デ
ー
タ
を
見
な
が
ら
見
極

め
て
い
き
た
い
。

答 問 

▲園芸用パイプハウス

答 答 問 問 

パイプハウスリース事業とは
（園芸用パイプハウスリース事業要綱から抜粋）

１世帯又は１団体で２棟までパイプハウスを貸し出すもの。

本事業を７年間継続をして行った場合、パイプハウスを無償で譲渡される。

リース事業の対象者は、町内に現に居住する個人及び団体とし、次のいずれに

も該当する者。

（１）　申請者及び世帯内に町税等の滞納がないこと。

（２）　申請年度から７年間栽培が可能であること。

（３）　���申請者の年齢が７５歳未満であること。ただし、世帯状況を考慮し、７

年間の栽培が認められる場合はこの限りではない。

（４）　�ビニールハウス内の年間販売額が、１㎡あたり５００円以上が見込まれ

ること。

（５）　保証人にあたる生産者を別に１名定めていること。

（６）　共済組合等の保証制度に加入すること。

国民健康保険特別会計（事業勘定）	 １８０９万３千円　追加

・�療養給付費交付金、保険財政共同安定化事業交付金及び財政調整基金繰入金の増
額を見込む一方、保険給付費の増額を措置。

国民健康保険特別会計（直診勘定）	 ４００万円　追加

・�一般会計繰入金の減額を見込む一方、職員給与改定に伴う人件費及び医業
費の増減額を措置。

簡易水道特別会計	 １２０万円　追加

・�一般会計繰入金の増額を見込み、職員給与改定等による人件費及び簡易水道施設
修繕費等の増額を措置。

公共下水道特別会計	 金額の増減はありません

・職員給与改定等による人件費の増額を措置。

介護保険特別会計	 ３６５０万円　追加

・�介護保険料、介護給付費国庫負担金、調整交付金、支払基金交付金、介護給付費
県負担金、一般会計繰入金、介護保険財政調整基金繰入金の増減額を見込み、総
務管理費、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、高額介護サービス等
費、地域支援事業の増減額を措置。
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